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1. 事業所の概要について 
(1) 事業所の名称等       

事業所名  短期入所療養介護  みがわ  

サービスの種類  (介護予防 )短期入所療養介護  

開設年月日  
平成 16 年 12 月 1 日【短期入所療養介護】  

平成 18 年 4 月 1 日【 (介護予防 )短期入所療養介護】  

指定の更新年月日  令和 4 年 12 月 1 日  

指定の有効期限  令和 10 年 11 月 30 日  

所在地  水戸市見川町 2131-105 

電話番号  029-305-6868 

FAX 番号  029-305-6900 

管理者名（施設長名） 大橋  秀記  

介護保険指定番号  0850180050 

 

(2) (介護予防 )短期入所療養介護の目的と運営方針  

(介護予防 )短期入所療養介護は、要介護者（要支援者）の家庭等での生活を継

続させるために立案された居宅サービス計画（介護予防サービス・支援計画表）

に基づき、当施設を一定期間ご利用いただき、看護及び医学的管理の下での介護

や機能訓練、その他必要な医療と日常生活上のお世話を行い、利用者様の療養生

活の質の向上とそのご家族様の身体的・精神的負担の軽減を図る事を目的として

います。  

 

(3) 入所定員・療養室数  

入所定員  100 名【（介護予防）短期入所療養介護：空床型】  

基本体系  従来型  

グループの数  

及び定員  

2 階：4 グループ  3 階：4 グループ  

2A グループ  12 名  3A グループ  12 名  

2B グループ  18 名  3B グループ  18 名  

2C グループ  10 名  3C グループ  10 名  

2D グループ  10 名  3D グループ  10 名  
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療養室  2 階個室  3 階個室  

トイレ付個室  10 室  トイレ付個室  10 室  

トイレなし個室  14 室  トイレなし個室  14 室  

2 階多床室  3 階多床室  

2 床室（トイレ付）  1 室  2 床室（トイレ付）  1 室  

4 床室  6 室  4 床室  6 室  

 

(4) 施設の職員体制  

別紙 1 参照（p.20～22）  

 

2. 施設サービスの内容について 
当施設では、居宅サービスの提供の開始に際して、利用申込者様又はそのご家

族様等に対し、居宅サービスの選択等に資する重要事項を記した「重要事項説明

書」を用いて、分かりやすく説明をさせていただきます。また、居宅サービスの

提供に関する契約書及び「重要事項説明書」に関する同意書に、利用者様又はそ

のご家族様等にご署名いただきます。  

 

(1) 介護保険に係るサービスについて  

⚫ 施設サービス計画について  

当施設でのサービスは、居宅サービス計画（介護予防サービス・支援計画表）

に基づいた施設サービス計画により提供されます。この計画は、利用者様に関

わるあらゆる職種の職員の協議によって作成されますが、その際、利用者様と

ご家族様等の希望を十分に取り入れ計画いたします。また、計画の内容につい

ては同意をいただくようになります。  

 

⚫ 医療・看護について  

介護保険の制度上、ショートステイ中の主治医は当施設の医師になります。

ショートステイ中は、自宅にいる時のように健康保険をご利用いただけません。

お薬は当施設の医師が処方するようになります（施設サービス費に含まれま

す）。また、当施設の医師が判断できない専門性の高い傷病等については、他

の病院を受診していただきますが（他科受診）、その際も通常のように健康保

険はご利用いただけず、お薬も処方されません。当施設の医師と他の病院の医
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師とで情報をやり取りし、当施設の医師が処置、処方を行います。つまり、シ

ョートステイ中の方の医療は (介護予防 )短期入所療養介護サービス費のなか

で、必要に応じて他の専門医の指示を仰ぎつつ、当施設の医師が全て行うよう

になります。  

ただし、通常ショートステイは短期間であるため、在宅時の主治医から処方

されたお薬をそのまま持ち込んでいただきます（※ショートステイ中はお薬が

なくなっても在宅時の主治医から健康保険を利用して処方してもらうことは

できません）。歯科に関してのみ、自宅にいるときのように健康保険をご利用

いただけます。  

 

⚫ 機能訓練について  

施設サービス計画に基づいて個別リハビリテーションを実施します。施設内

でのすべての活動を、リハビリテーション効果を期待した機能訓練と位置づけ

ています。  

 

⚫ 介護について  

施設サービス計画に基づいて実施します。生活動作を細分化したうえで評価

を行い、利用者様がご自分でできる動作は極力行っていただきます。過度な援

助は避け、ご自分でできないところを介護職員等がサポートする介護体制をと

っています。  

 

⚫ 栄養管理について  

施設の管理栄養士は、利用者様の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した

日常生活を営む事ができるよう、各利用者様の状態に応じた栄養管理を計画的

に行います。  

 

⚫ 口腔の衛生管理について  

施設は、利用者様の口腔の健康維持を図り、自立した日常生活を営むことが

できるよう、各利用者様に応じた口腔衛生の管理を計画的に行います。  

 

⚫ 施設サービスの記録について  

施設サービスをご提供した際には、ご提供した具体的なサービス内容を記録
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します。利用者様又はご家族様等よりお申出があった場合は、文書を交付する

か、その他適切な方法によりその情報をご提供いたします。  

 

⚫ 相談について  

ショートステイ中は、施設生活上の様々な相談、介護保険の要介護（要支援）

認定の申請代行等の援助を行います。  

 

(2) 日常生活に係るサービスについて  

利用者様と職員がなじみの関係を築き、明るく家庭的な雰囲気のもとで療養し

ていただける環境をご提供いたします。行事やクラブ活動などは基本的にグルー

プ単位で行います。グループごとにキッチンがあるため、行事やクラブ活動にお

ける調理活動などを実施でき、家事動作の機会も提供しやすい環境になっていま

す。  

 

⚫ 食事について  

   当施設の食事は、栄養並びに利用者様の心身の状況、病状及び嗜好を考慮し

たもので、利用者様の自立支援に配慮して、可能な限り離床して食堂で行いま

す。主食であるお米は、グループにあるキッチンで食事ごとに炊飯しています。

また、利用者様と一緒にお味噌汁を作っているグループもあります。1 日 3 食

の食事のほかに、午前と午後にお茶の時間を設けています（※午後 3 時頃は

おやつを提供しています）。また、疾病によっては、医師の指示のもと療養食

を提供します（別途料金がかかります）。  

 

⚫ 利用者様が選定する特別な食事の提供について  

食事には通常のメニューのほか、利用者様のご希望により、特別な食事をご

用意する場合がございます（別途料金がかかります）。食事に関して相談があ

る方は、管理栄養士又は介護支援専門員にご相談ください。  

 

⚫ 療養室について  

  療養室は、個室が 48 室と 4 床室が 12 室、2 床室が 2 室の合計 62 室あ

り、ベッド数は合計 100 床になります。個室のうち、トイレ付個室が 20 室、

トイレなし個室が 28 室となっております。従来型個室の国の基準は広さ 8 ㎡
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ですが、当施設の個室は 13 ㎡以上となっております。個室は、広さ、設備（ト

イレのあり・なしなど）に応じて別途特別な室料がかかる場合がございます。 

 ※詳細は 1.(3)入所定員・療養室数  及び 3.(2)その他の料金  ④特別な室料  を

ご参照ください。  

 

⚫ 入浴について  

ご入浴及び清拭は、原則週 2 回となります。ただし、医療的に必要がある時

は適宜回数を増やします。入浴の日時はある程度予定しますが、気分や体調等

により予定日に入浴できない場合は別の日時を設定します。  

 

⚫ 洗濯について  

利用者様の私物の洗濯は、ご家族様等でお願いします。施設洗濯は、どうし

てもご都合が付かない方のみ受け付けます（別途料金がかかります）。また、

洗濯という一連の家事動作を再獲得する目的で介助洗濯を実施しています。こ

の場合、洗濯機又は乾燥機の使用料として別途料金がかかります。  

また、各階にご家族様がご利用可能なコインランドリーもご用意しています

ので、ご利用ください。（※感染防止対策中はご利用いただけません。ご了承

ください。）  

 

⚫ 病院受診の援助について  

   協力病院（大橋病院）への受診援助はすべて当施設職員が行います。協力病

院以外の病院受診の場合はご家族様での対応をお願いします。ただし、ご家族

様等での対応が難しく、当施設職員の付き添いをご希望の場合はご相談くださ

い。  

 

⚫ 理美容について  

理美容サービス（委託）を定期的に実施します。その場合、カット料等が別

途かかります。  

※感染予防対策中は、理美容サービスの利用を控えていただく場合がございま

す。ご了承ください。  
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⚫ 金銭出納管理サービスについて  

基本的には成年後見制度の活用、社会福祉協議会で行っている日常生活自立

支援事業の利用をお勧めしていますが、小口の現金等に関しては、別途契約に

より金銭出納管理サービスを行っています。（別途料金がかかります。）  

 

3. 利用料金について 
(1) 介護保険による費用  

別紙 2 参照（p.23～26）  

 

(2) お支払い方法及び領収書の発行  

別紙 3 参照（p.27～29）  

 

(3) お支払い方法及び領収書の発行  

当施設は、前月（月末締め）の利用料金の請求書を毎月 10 日ごろまでに発行

し、所定の方法により交付いたします。お支払いの方法は原則として、利用者様

又はご家族様等のご口座より、毎月 15 日にお引落させていただきます（口座が

都市銀行の場合は、27 日となります）。それ以外の方は別途話し合いの上、双方

が合意した方法により行います。  

領収書につきましては、お引落させていただいた日付で領収書に領収印（領収

日入り）を押印し、翌月に当月利用料金の請求書と一緒にお渡しします。また、

窓口でお支払いの方にはその場で領収書をお渡しします。  

 

4. 文書の取扱いについて 
(1) 文書の作成及び記録  

当施設は、文書の作成・保存等を電磁的記録により行います。文書の作成は施

設で使用するパソコン等で行います。記録においては、パソコン等に備え付けら

れたハードディスク、USB 記録媒体、CD-ROM、インターネットを使用したク

ラウド上の大型記録媒体等を使用します。  

 

(2) 文書の交付・説明・同意・承諾・締結  

当施設では、各文書の交付、重要事項説明書等の説明、各文書への同意・承諾

及び契約の締結を、原則ショートステイ前に当施設で行います。ただし、やむを
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得ない事由等によりお申出があった場合、利用者様及びそのご家族様等に事前に

承諾を得たうえで、上記ショートステイに係る契約をメール等の電磁的方法によ

り行うことがあります。  

 

5. 勤務体制の確保について 
(1) 職員の勤務体制  

当施設は、利用者様に適切な施設サービスを提供できるよう、以下の勤務体制

を確保します。  

日  勤  ①8：30～17：30 ②8：00～17：00 

早  番  ①6：30～15：30 ②7：00～16：00 

遅  番  ①10：30～19：30 ②10：00～19：00 

夜  勤  17：00～翌 9：00  

その他    

 

(2) 職員の資質の向上  

当施設は、職員の資質向上のために研修や勉強会を定期的に行います。また、

すべての職員に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させます。  

 

6. 身体拘束等の禁止について 
当施設は、原則として入所者様に身体拘束等を行いません。ただし、入所者様

等の生命又は身体を保護するためにやむを得ない場合は、身体拘束等を行うこと

があります。その場合、そのご家族様等にやむを得ない状況を説明し、文書等に

より同意をいただきます。  

やむを得ない状況で身体拘束等を行った場合は、医師等がその様態及び時間、

その際の入所者様の状況、理由を診療記録、看護記録等に記入します。また、身

体拘束等を解除することを目的に「身体拘束廃止委員会」を 3 ヵ月に 1 回以上

開催し、多職種によるカンファレンスを行います。  

 

7. 褥瘡対策について 
当施設は、利用者様に対し良質な施設サービスを提供する取り組みのひとつと

して、褥瘡が発生しないような適切な介護に努めます。また、月に 1 回はカンフ

ァレンスを行い検討します。  
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8. 人権擁護・虐待防止について 
(1) 当施設は、利用者様の人権擁護・虐待防止のため次の措置を講じます。  

⚫ 人権擁護・虐待防止のため職員に対する研修を定期的に行います。  

⚫ 人権擁護・虐待防止のための指針を整備し担当者を定めます。  

⚫ 人権擁護・虐待の発生及び再発防止のため、委員会を適宜開催し、その結果

をすべての職員に周知します。  

⚫ 利用者様及びそのご家族様等からの苦情に迅速に対応します。  

 

(2) 当施設は、施設サービスの提供中に、職員又は養護者（利用者様のご家族様等

で高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者様を発見し

た場合は、速やかにこれを水戸市に通報します。  

 

9. 職員への迷惑行為等について  
利用者様及びそのご家族様等は、職員への迷惑行為として、コップを投げつけ

る、蹴る、叩く、手をつねるなどの行為や、怒鳴る、大声を出す、威圧的な態度

で文句を言い続けるなどの行為、必要もなく抱きつく、卑猥な言動を繰り返すな

どの行為はしないでください（※利用者様が認知症を患っている場合は、配慮さ

せていただきます）。このような事象が発生し事実関係が認められた際は、施設

サービスの中断や契約の解除を行う場合がございます。お互いの信頼関係を築く

ためにもご協力をお願いいたします。  

 

10. 衛生管理等について 
(1) 当施設は、食器、飲用水その他の施設設備について、衛生的な管理に努め、衛

生管理上必要な検査を定期的に行います。また、医薬品及び医療機器の管理を

適正に行います。  

 

(2) 当施設は、施設内において感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のため、次

の各号に掲げる措置を行います。  

⚫ 施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討

する委員会をおおむね 3 ヵ月に 1 回開催し、その結果をすべての職員に周

知します。  

⚫ 施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための指針を整備
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します。  

⚫ 施設において、すべての職員に対し、感染症又は食中毒の予防及びまん延

防止のための研修又は勉強会を定期的に実施します。  

 

11. 業務継続計画（BCP）について 
(1) 当施設は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者様に施設サービスを

継続的に提供するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画

（以下「業務継続計画」という。）を策定します。当該業務継続計画に従い、

必要な措置を講じます。  

 

(2) 当施設は、すべての職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必

要な研修及び訓練を定期的に実施します。  

 

(3) 当施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画

の変更を行います。  

 

12. 非常災害対策について 
  当施設では、施設サービスの提供中に天災その他の災害が発生した場合、職

員は利用者様の避難等適切な措置を講じます。また、管理者（施設長）は日常的

に具体的な災害対策、避難経路及び協力機関との連携方法を確認し、災害時に

は避難等の指揮をとります。また、非常災害時における具体的計画を立ててお

くとともに、非常災害に備えるため定期的に避難、救護その他の必要な訓練を

行います。  

⚫ 防災教育及び基本訓練（消火・通報・避難・救護訓練等）  年 1 回以上  

⚫ 総合訓練                        年 1 回以上  

⚫ 非常災害用設備の使用方法の徹底             随時  

 

13. 協力医療機関等について 
当施設では、下記の医療機関・歯科医療機関に協力いただいています。  

（協力医療機関）  

名  称  医療法人  大橋会  大橋病院  

住  所  水戸市見川町 2131-1560 
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（協力医療機関）  

名  称  筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター  

JA 茨城県厚生連総合病院  水戸協同病院  

住  所  水戸市宮町 3-2-7 

 

（協力歯科医療機関）  

名  称  医療法人社団  陵栄会  水戸デンタルクリニック  

住  所  水戸市中央 2-7-41 サンバレーMITO 103 号室  

 

14. 掲示について 
当施設は、運営規程等を施設内に備え付け、かつこれを利用者様及びそのご家

族様等が自由に閲覧できるようにします。  

 

15. 秘密の保持・個人情報の保護について 
当施設のすべての職員は、業務上知り得た入所者様及びそのご家族様等の秘密

及び個人情報に関して、在職中も退職後も正当な理由なく漏えいしません。ただ

し、他の事業所等に利用者様及びそのご家族様等に関する情報を提出する際には、

あらかじめ文書等により同意を得ます。  

 

16. 施設利用に当たっての留意事項について 

面    会  

 原則、13：30 から 16：30 までになります。面会は予約制に

なっておりますので、前日の 17：00 までにご予約ください。

面会の予約については、別紙をご参照ください。ご予約がない

場合や当日の面会は承れませんのでご了承ください。  

 ※面会の際は来館者管理表にご記入ください。  

洗  濯  物  

の受け渡し  

 原則、8：30 から 17：30 までになります。洗濯物の交換の

際は、事務所窓口にお声がけください。  

 ※来館の際は来館者管理表にご記入ください。  
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外出・外泊  

 ご希望がある場合は、事前に職員にお知らせください。外泊に

は、医師の許可が必要になります。  

※感染症対策中は外出・外泊を制限させていただく場合がござ

います。  

喫    煙  敷地内全面禁煙です。  

備品の利用  
 利用者様の状態や症状により、車イスや歩行器等をご用意いた

します。  

備品の貸出  

 在宅復帰訓練の名目で、ベッド、ポータブルトイレ等を無料で

貸出しています。ただし、貸出は余剰品がある場合のみとさせ

ていただきます。  

※貸出物品の搬出入はご希望者様で手配してください。  

所持品・  

備品の持込み  

 別紙「入所時の持ち物」をご参照ください。  

 ※「入所時の持ち物」以外の物を持ち込む際は、その都度協議

させていただきます。  

食品の持込み   別紙「食品の持込みについて」をご参照ください。  

金銭・通帳・貴重品   原則、ご家族様に管理していただきます。  

外出時  

施設外での受診  
 緊急時以外は施設にご連絡ください。  

宗教活動   ご遠慮ください。  

ペットの持込み   ご遠慮ください。  

従業員に対する  

お心付け  

 ご遠慮ください。当施設は、すべての職員が利用者様の区別な

く施設サービスを提供いたします。  

出入口の施錠  

 事務所側自動ドア…18：30 

 デイケア側自動ドア…17：30 

 正面入口門扉…18：30 

 ※施錠後の開錠につきましては、「029-305-6868」にご連

絡ください。  
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17. 禁止事項について 
当施設では、すべての利用者様に安心して療養生活を送っていただくため、次

の行為を禁止事項とさせていただきます。  

⚫ 宗教若しくは信条の相違で他人を攻撃し、又は自己の利益のために他人の

自由を侵すこと。  

⚫ けんか、口論、泥酔等で他人に迷惑をかけること。  

⚫ 施設の秩序又は風紀を乱し、安全衛生を害すること。  

⚫ 指定した場所以外で火気を用いること。  

⚫ 故意に施設若しくは物品に損害を与え、又はこれを持ち出すこと。  

⚫ 営利行為、宗教の勧誘および特定の政治活動を行うこと。  

 

 

18. 事故防止及び事故発生時の対応について 
当施設では、安全かつ適切にサービスを提供するため、事故防止に関する指針

を定め、体制整備を行っています。また、サービス提供時に重大な事故が発生し

た場合、当施設は利用者様及びそのご家族様等に対し必要な措置を行うとともに、

速やかに水戸市へ連絡します。 

 

 

19. 賠償責任について  
当施設は、利用者様に対する(介護予防)短期入所療養介護サービスの提供によ

り賠償すべき事故が発生した場合、速やかに損害賠償を行います。  

 

 

20. 契約の終了・退所について 
(1) 契約の終了について  

当施設では、契約が終了する期日は特に定めていません。したがって、以下

のような事由がない限り、継続してサービスをご利用いただけますが、仮にこ

のような事項に該当するにいたった場合には、当施設との契約は終了し、利用

者様に退所していただくことになります。  

⚫ 当事業者が解散若しくは破産した場合、又はやむを得ない事由により施設

を閉鎖した場合。  
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⚫ 当施設の滅失や重大な毀損により、利用者様に対するサービスの提供が不

可能になった場合。  

⚫ 当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合。  

⚫ 契約者様から退所の申出があった場合（詳細は以下※参照 1）  

⚫ 当事業者から退所の申出を行った場合（詳細は以下※参照 2）  

 

 

※1：契約者からの退所の申出（中途解約・契約解除）  

  契約の有効期間であっても、契約者様から退所を申し出ることができます。  

その場合、退所を希望する日の７日前までに申し出てください。ただし、以下の

場合には、即時に契約を解約・解除し、施設を退所することができます。  

⚫ 介護保険給付対象サービス費その他の利用料金の変更に同意できない場

合。  

⚫ 利用者様が病院又は診療所に入院した場合。  

⚫ 当事業者又はサービス従事者が、正当な理由なく本契約に定める介護保健

施設サービスを実施しない場合。  

⚫ 当事業者又はサービス従事者が、守秘義務に違反した場合。  

⚫ 当事業者又はサービス従事者が、故意若しくは重大な過失により利用者様

の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継

続しがたい重大な事情が認められる場合。  

⚫ 他の利用者様が当該利用者様の身体・財物・信用等を傷つけた場合又は傷

つける恐れがある場合において、当事業者が適切な対応を取らない場合。 

 

※2：事業者からの申出により退所していただく場合（契約解除）  

以下の事項に該当する場合には、当施設から退所していただくことがありま

す。  

⚫ 利用者様又はご家族様等が、契約締結時に利用者様の心身の状況及び病歴

等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、そ

の結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。  

⚫ 契約者様による、施設サービスの利用料金の支払いが 2 ヶ月以上遅延し、

相当期間を定めた催促にもかかわらず、これが支払われない場合。  

⚫ 利用者様が、故意又は重大な過失により事業者、サービス従事者若しくは
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他の利用者様等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行

為によって本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。  

⚫ 利用者様が病院又は診療所に入院した場合。  

⚫ リハビリテーションの目標を達成された場合又は効果に期待ができなく

なった場合（自宅に帰られるか、他の施設へ入所していただきます）。  

 

(2) 円滑な退所のための援助について  

利用者様が当施設を退所する場合には、契約者様の希望により、当施設は利

用者様の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要

な以下の援助を契約者様に対して速やかに行います。  

⚫ 適切な病院、診療所又は介護保健施設等の紹介  

⚫ 居宅介護支援事業所の紹介  

⚫ その他の保健医療サービス又は福祉サービス提供者の紹介  

 

 

21. 苦情・要望について  
(1) 当施設における苦情の受付  

  当施設への苦情やご相談は、施設内に設置してあります「ご意見箱」及び以下

の専用窓口で受け付けます。  

⃝  苦情受付担当者  支援相談員  赤津  智恵  

支援相談員  山崎  知明  

⃝  受付時間  9：00～17：00 

⃝  電話番号  029-305-6868 

⃝  FAX 番号  029-305-6900 

⃝  メールアドレス  migawa@almond.ocn.ne.jp 

 

(2) 行政機関その他の苦情受付機関  

水戸市福祉部  

介護保険課  

 水戸市中央 1 丁目 4 番 1 号  

TEL029-297-1018  FAX029-232-9230 

受付時間：月～金曜日    8 時 30 分～17 時 15 分  

休業日  ：土・日曜日、祝日、その他指定の休日  
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茨城県  

国民健康保険  

団体連合会  

水戸市笠原町 978-26 茨城県市町村会館内  

TEL029-301-1565  FAX029-301-1579 

受付時間：月～金曜日    9 時～16 時  

休業日  ：土・日曜日、祝日、その他指定の休日  

茨城県  

社会福祉協議会  

水戸市千波町 1918 茨城県総合福祉会館 2F 

TEL029-305-7139  FAX029-305-7194 

受付時間：月～金曜日    9 時～16 時  

休業日  ：土・日曜日、祝日、その他指定の祝日  

 

(3) 第三者による評価の実施状況  

  当事業所が提供するサービスについて第三者による評価を実施した場合、その

評価結果を当法人のホームページにて開示いたします。  

実施の有無  有・○無  

実施した直近の年月日    年   月   日  

実施した評価機関の名称   

評価結果の開示状況   

 

22. ホームページについて  
当施設は、施設の様々な情報として、重要事項説明書、料金表、施設の規程

や規則、活動記録やブログなど、施設の日々の状況が確認できるホームページ

を開設しています。いつでも閲覧できますので是非ご利用ください。  

ホームページアドレス  
http://www.ohhashikai.or.jp 

「みがわ」で検索できます。  

 

 

 

 

http://www.ohhashikai.or.jp/
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附  則  

【施行期日】   

この規程は、平成 30 年 4 月１日から施行する。  

この規程は、平成 30 年 7 月１日から一部改正し施行する。  

この規程は、平成 30 年 12 月１日から一部改正し施行する。  

この規程は、令和 1 年 5 月 1 日から一部改正し施行する。  

この規程は、令和 1 年 10 月 1 日から一部改正し施行する。  

この規程は、令和 2 年 5 月 1 日から一部改正し施行する。  

この規程は、令和 3 年 4 月 1 日から一部改正し施行する。  

この規程は、令和 3 年 8 月 1 日から一部改正し施行する。  

この規程は、令和 4 年 2 月 1 日より一部改正し施行する。（職員数の変更）  

この規程は、令和 4 年 5 月 1 日より一部改正し施行する。（職員数の変更）  

この規程は、令和 5 年 5 月 1 日より一部改正し施行する。（職員数の変更）  

この規程は、令和 6 年 4 月 1 日より一部改正し施行する。  
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【別紙 1】  

職  種  常  勤  
常勤  

兼務  
非常勤  

非常勤  

兼務  

常勤  

換算  
業務内容  

施設長  

（医師）  
 

1 

(0.5) 
  0.5 

入所者様の病状を把握し、診察、健

康管理及び保健衛生指導を行い、

施設内のすべての業務を統括管理

する。  

事務長   
1 

(0.5) 
  0.5 

施設長の命を受け、施設のすべて

の管理業務を補佐する。  

医  師     
1 

(0.5) 
0.5 

入所者様の病状を把握し、診察、健

康管理及び保健衛生指導を行う。  

薬剤師     
1 

(0.8) 
0.8 

入所者様の薬剤管理指導を行う。  

看護師長  

（看護師）  
1    1 

施設長の命を受け、看護及び介護

の業務をとりまとめ、各部署の所

属長に対し指揮監督を行う。  

看護主任  

（看護師）  
1    1 

看護師長を補佐し、看護業務等を

行う。  

看護職員  10  
4 

(3.4) 
 13.4 

医師の診察の補助業務、入所者様

の保健衛生管理及び日常生活の援

助等を行う（員数に看護師長・主任

を含む）。  

 

うち看護師  5  
4 

(3.4) 
 8.4 

うち准看護師  5    5 

介護科長  

（介護福祉士）  
 

1 

(0.5) 
  0.5 

施設長又は看護師長の命を受け、

これを補佐し、介護業務等を行う。 

介護主任  

（介護福祉士）  
2 

 

 
  2 

介護科長を補佐し、介護業務等を

行う。  

介護職員  35 
1 

(0.5) 

7 

(5.7) 
 41.2 

入所者様の日常生活の援助及び介

護業務等を行う（員数に介護科長・

主任を含む）。  
うち介護士  7  

2 

(1.8) 
 8.8 
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職  種  常  勤  
常勤  

兼務  
非常勤  

非常勤  

兼務  

常勤  

換算  
業務内容  

うち介護福祉士  28 
1 

(0.5) 

5 

(3.9) 
 32.4 

 

う ち 10 年 以 上 勤 務  

の 介 護 福 祉 士  

(14) 
1 

(0.5) 

5 

(3.9) 
 18.4 

介護支援  

専門員  

 
2 

(1) 
  1 

施設長の命を受け、入所者様の施

設サービス計画の作成を行う。  

支援相談員   
4 

(2) 
  2 

施設長の命を受け、入所者様及び

ご家族様の相談に応じ、必要な助

言その他の援助を行う。  

リハビリ職員   
7 

(3) 
  3 

医師の指示のもと、入所者様の機

能回復の促進及び機能低下を予防

する業務を行う。  
うち理学療法士   

4 

(1.7) 
  1.7 

うち作業療法士   
3 

(1.3) 
  1.3 

管理栄養士   1   1 

医師の指示のもと、入所者様に対

し適切な栄養指導及び栄養管理を

行ない、食品及び衛生管理に努め、

調理員を指揮監督する。  

調理員  7    7 
食品衛生に留意し、調理業務を行

う(業務委託)。  

事務職員  3 
1 

(0.8) 
  3.8 

庶 務 及 び 会 計 並 び に 総 務 等 を 行

う。  

リスク  

マネジャー  
 3   3 

施設内の安全管理、様々なリスク

に包括的に対応し、指導を行う。  

その他の職員    
2 

(0.6) 
 0.6 

環境整備、営繕作業、入所者様の送

迎業務、アクティビティー業務、生

活の支援・補助業務、その他の業務

を行う。  
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職  種  常  勤  
常勤  

兼務  
非常勤  

非常勤  

兼務  

常勤  

換算  
業務内容  

うちドライバー        

うち用務員    
1 

(0.2) 
 0.2  

生活補助員    
1 

(0.4) 
 0.4  

 

※介護職員の割合について  

⚫ 介護福祉士の割合：78.6％  

 【根拠：介護福祉士 32.4 名÷総介護職員 41.2 名＝78.6％】  

⚫ 10 年以上勤務の介護福祉士の割合：44.7％  

【根拠：10 年以上の介護福祉士 18.4 名÷総介護職員 41.2 名＝44.7％】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



重要事項説明書【（介護予防）短期入所療養介護】 

令和 6 年 6 月 1 日現在 

 

－23－ 

 

【別紙 2】  

 介護保険による費用  

イ  施設サービス費  

＜1 割負担の場合＞  

(介護予防 )短期入所療養介護サービス費（1 日）：加算型施設  

  多床室（4 床・2 床）  従来型個室  

要支援 1   641 円    606 円  

要支援 2   809 円    759 円  

要介護 1  868 円    787 円  

要介護 2   920 円    838 円  

要介護 3  987 円    903 円  

要介護 4 1,042 円    960 円  

要介護 5 1,100 円  1,015 円  

 

＜2 割負担の場合）＞  

(介護予防 )短期入所療養介護サービス費（1 日）：加算型施設  

  多床室（4 床・2 床）  従来型個室  

要支援 1 1,282 円  1,212 円  

要支援 2 1,618 円  1,518 円  

要介護 1 1,736 円  1,574 円  

要介護 2   1,840 円  1,676 円  

要介護 3 1,974 円  1,806 円  

要介護 4 2,084 円  1,920 円  

要介護 5 2,200 円  2,030 円  
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＜3 割負担の場合＞  

(介護予防 )短期入所療養介護サービス費（1 日）：加算型施設  

  多床室（4 床・2 床）  従来型個室  

要支援 1 1,923 円  1,818 円  

要支援 2 2,427 円  2,277 円  

要介護 1 2,604 円  2,361 円  

要介護 2   2,760 円  2,514 円  

要介護 3 2,961 円  2,709 円  

要介護 4 3,126 円  2,880 円  

要介護 5 3,300 円  3,045 円  

 

ロ  (介護予防 )短期入所療養介護各種加算（1 割・2 割・3 割負担）  

各種加算項目  単位  
金  額  

1 割負担  2 割負担  3 割負担  

1 

特定介護老人保健施設短期入所療

養介護費（日帰りショート）  

3 時間以上 4 時間未満  

1 回  694 円  1,388 円  2,082 円  

2 

特定介護老人保健施設短期入所療

養介護費（日帰りショート）  

4 時間以上 6 時間未満  

1 回  969 円  1,938 円  2,907 円  

3 

特定介護老人保健施設短期入所療

養介護費（日帰りショート）  

6 時間以上 8 時間未満  

1 回  1,355 円  2,710 円  4,065 円  

4 
夜勤体制加算・夜勤職員配置加算

（介護予防）  
1 日  26 円  52 円  78 円  

5 個別リハビリテーション実施加算  1 日  251 円  502 円  753 円  

6 認知症ケア加算  1 日  80 円  160 円  80 円  

7 
認知症行動・心理症状緊急対応加

算（7 日間限度）※  
1 日  209 円  418 円  627 円  

8 

緊急短期入所受入対応加算（7 日

間（やむを得ない事情がある場合

は 14 日）限度）  

1 日  95 円  190 円  285 円  
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各種加算項目  単位  
金  額  

1 割負担  2 割負担  3 割負担  

9 
若年性認知症利用者受入加算（※

との併用不可）  
1 日  126 円  252 円  378 円  

10 

重度療養管理加算（要介護 4 ない

し 5 の者に限り、厚生労働大臣が

別に定めた状態の方）  

1 日  126 円  252 円  378 円  

11 
在宅復帰・在宅療養支援機能加算

（Ⅰ）  
1 日  54 円  108 円  162 円  

12 

送迎加算（水戸市<第 1.2.3.4.5、

緑岡、赤塚、見川、双葉台、笠原、

石川、千波中学校区内>の送迎）  

片道  193 円  386 円  579 円  

13 
総合医学管理加算（利用中 10 日

を上限）  
1 日  288 円  576 円  864 円  

14 
口腔連携強化加算（1 月に 1 回を

限度）  
1 回  53 円  106 円  159 円  

15 
療養食加算（医師の指示箋に基づ

く療養食の提供）  
1 食  9 円  18 円  27 円  

16 
認知症専門ケア加算（Ⅰ）  1 日  4 円  8 円  12 円  

認知症専門ケア加算（Ⅱ）  1 日  5 円  10 円  15 円  

17 
緊急時治療管理（1 月に 1 回、3

日を限度）  
1 日  542 円  1,084 円  1,626 円  

18 
特定治療（医科診療報酬点数表に

よる）  
    

19 
生産性向上推進体制加算（Ⅰ）  1 月  105 円  210 円  315 円  

生産性向上推進体制加算（Ⅱ）  1 月  11 円  ２２円  33 円  

20 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  

（介護福祉士が 80％以上、または

勤続 10 年以上介護福祉士が 25%

以上）  

1 日  23 円  46 円  69 円  
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各種加算項目  単位  
金  額  

1 割負担  2 割負担  3 割負担  

21 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）   

1 月の（施設サービス費  ＋  各

種加算）×7.5％  （6 月 1 日か

ら）  

1 月  
月により  

金額変動  

月により  

金額変動  

月により  

金額変動  

 

⃝  上記の金額は、法定単位数に地域加算率（水戸市内の老健は、１単位＝10.45 円）を

乗じて端数処理を行った金額を表示しています。厚生労働省が定める方法によって端

数処理を行う関係上、実際のご請求額とは若干の差異が生じる場合があります。  
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【別紙 3】  

その他の料金（1 割・2 割・3 割負担）  

各種項目  単位  負担限度額  

金  額  

1・2・3 割  

負担  

①食費（朝食）  

1 食  

第 4 段階   600 円  

第 3 段階②  600 円  

第 3 段階①  600 円  

第 2 段階  600 円  

第 1 段階  300 円  

②食費（昼食・おやつ含む）  

1 食  

第 4 段階   790 円  

第 3 段階②  790 円  

第 3 段階①  790 円  

第 2 段階  600 円  

第 1 段階  300 円  

③食費（夕食）  

1 食  

第 4 段階   770 円  

第 3 段階②  770 円  

第 3 段階①  770 円  

第 2 段階  600 円  

第 1 段階  300 円  

④食費（全食）  

1 日  

第 4 段階   2,160 円  

第 3 段階②  1,300 円  

第 3 段階①  1,000 円  

第 2 段階  600 円  

第 1 段階  300 円  

⑤居住費 (個室の利用費) 

1 日  

第 4 段階  1,668 円  

第 3 段階②  1,310 円  

第 3 段階①  1,310 円  

第 2 段階  490 円  

第 1 段階  490 円  
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各種項目  単位  負担限度額  

金  額  

1・2・3 割  

負担  

⑥居住費 (多床室の利用費 ) 

1 日  

第 4 段階  500 円  

第 3 段階②  370 円  

第 3 段階①  370 円  

第 2 段階  370 円  

第 1 段階  0 円  

⑦特別な室料  

特別室 A(風呂・トイレ付：23.7 ㎡ ) 

1 日  

全ての段階  2,650 円  

特別室 B(トイレ付：21.8 ㎡ ) 全ての段階  2,500 円  

特別室 C(トイレ付：18.9 ㎡～20.8 ㎡ ) 全ての段階  2,200 円  

特別室 D(トイレ付：16.2 ㎡ ) 全ての段階  1,700 円  

特別室 E(トイレなし：13.0 ㎡ ) 全ての段階  1,100 円  

⑧日用品費（主に日用品の購入費として

別紙説明書・同意書あり）  
1 日  全ての段階  280 円  

⑨教養娯楽費（主にクラブ活動等の材料

の購入費として別紙説明書・同意書あ

り）  

1 日  全ての段階  280 円  

⑩家電持込料（コンセントを使用する電

化製品を持ち込んだ場合）  
1 日  全ての段階  100 円  

⑪テレビレンタル料  1 日  全ての段階  100 円  

⑫理美容代（カットのみ、パーマ、カラ

ー等は別途料金）  
1 回  全ての段階  2,300 円  

⑬私物洗濯乾燥代（約 50ℓの）  1 回  全ての段階  1,850 円  

⑭複写物の交付費用（契約者様は、サー

ビス提供についての記録をいつでも閲覧

できますが、複写物を必要とする場合に

は実費をご負担いただきます。）  

1 枚  全ての段階    30 円  

⑮利用者様が選定する特別な食事代（そ

の都度、内容に応じ、料金を明示させて

いただきます。）  

1 食  全ての段階  実費  
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各種項目  単位  負担限度額  

金  額  

1・2・3 割  

負担  

⑯個人的理由による外出時の付き添い費

（利用者様が個人的な理由で外出をする

際に職員が付き添う場合、職員 1 人につ

き 30 分単位になります。なお、付き添

いには職員の勤務調整が必要ですので、

事前にご相談ください。）  

30 分  全ての段階  1,500 円  

⑰外来者の食事代（利用者様と一緒に食

事を希望される方に、次の料金で食事を

提供いたします。ただし、要予約。）  

※感染防止対策中は、ご利用できません。

ご了承ください。  

朝食  

全ての段階  

650 円  

昼食  800 円  

夕食  800 円  

⑱その他（行事、外出企画など、その都

度、実費がかかる事があります。経済状

況の著しい変化その他やむを得ない理由

がある場合、相当な額に変更することが

あります。その場合、事前に変更の内容

と変更する事由について、変更を行う 2

ヶ月前までにご説明します。）  

都度  全ての段階  実費  

⑲その他送迎費用（水戸市＜第 1～5、緑

岡、赤塚、見川、双葉台、笠原、石川、千波

中学校区内＞の送迎に出たところから 1

㎞につき追加料金が発生いたします。）  

1 ㎞  全ての段階  150 円  

 

 


